
台東区マンション管理組合登録制度実施要綱 

２７台都住第６１８号 

制定 平成２７年１２月１日 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、東京都台東区（以下「区」という。）が台東区内（以下「区内」とい

う。）のマンションの実態を把握し、今後のマンション関連の支援策の拡充を図るととも

に、区内の分譲マンションの管理組合が、マンションの良好な維持管理を行うことによ

り、安全・安心で快適な住環境の形成に資することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (１)マンション 区内に所在する、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平

成１２年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンシ

ョンをいう。 

 (２)管理組合等 適正化法第２条第３号に規定する管理組合及び管理組合が組織されて

いないマンションにおいては、管理組合と同等と東京都台東区長（以下「区長」とい

う。）が認めるものをいう。 

 

（登 録） 

第３条 管理組合等は、マンションの基礎的データや管理等の状況を区長に提出し、登録

することができる。 

 

（登録の内容） 

第４条 前条の規定による登録に際しては、次の書類を提出するものとする。 

(１)マンション管理組合登録届出書兼変更届出書（第１号様式） 

(２)その他区長が必要と認める書類 

２ 管理組合等は前項で届け出た内容に変更があった場合には、速やかにマンション管理

組合登録届出書兼変更届出書を提出するものとする。 

 

（区の責務） 

第５条 区は、登録された内容を、分譲マンションの実態把握及び今後のマンション関連

の支援策の検討に活用するものとし、個別に提供された内容を外部に公表してはならな

い。 

２ 区は、登録した管理組合等に対し、セミナーや支援制度の情報提供を行うものとする。 



（管理組合等の責務） 

第６条 本制度に登録した管理組合等は、区から提供された支援策を必要に応じて活用し、

マンションの適時・適切な管理に努めることとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。  

 

付 則 

 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

 


